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茨城県立里美野外活動センター指定管理者募集要項

茨城県では，茨城県立里美野外活動センター（以下「里美野外活動センター」という ）の設。

置目的をより効果的・効率的に達成し，県民サービスの向上に資するため，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び学校以外の教育機関の設置，管理及び職員に

関する条例（昭和３６年茨城県条例第９号。以下「条例」という ）第１１条に規定する施設の。

管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集いたします。

１ 管理運営の基本方針

指定管理者の創意工夫による質の高いサービス提供を期待します。

（１）基本方針

良質な自然環境の保全，地域住民の憩いの場，青少年の健全育成の空間の機能に加え，

利用者が共同生活を通した心身の健全育成に活用できるとともに，各種野外活動が円滑に

実施できるように管理運営を行うものとします。

（２）運営方針

自然環境を有効に活用しながら，県民の多様なニーズに応えた平等なサービスの提供，

施設利用の促進を図るとともに，野外活動の普及や健康増進に関する各種事業を行うもの

とします。

（３）維持管理方針

施設及び備品を清潔かつその機能を正常に保持し，利用者の快適かつ安全な利用を常に

図るとともに，施設を宿泊学習等のニーズに対応できる水準に保持し，適正な管理と保守

点検を行うものとします。

， 「 」（ 「 」 。）各方針の詳細は 別添 管理運営業務の内容及び基準 以下 管理運営基準 という

のとおりです。

２ 施設の概要

（１）名 称

茨城県立里美野外活動センター

（２）所在地

茨城県常陸太田市里川町８６３－１

（３）施設の設置目的

県民の余暇活用，青少年の心身の健全育成の場として多くの利用者に親しまれるとと

もに，自然に親しみ，自然を積極的に活用した宿泊施設として，各種野外活動研修，宿

泊学習等に利用されています。

このため，県民のニーズに対応した適切な維持管理や各種野外活動事業の開催等によ

り県野外活動事業の中核施設として機能することが求められています。

（４）設置日

昭和４７年４月１日

（５）設置根拠

学校以外の教育機関の設置，管理及び職員に関する条例

（６）施設の概要等

①敷 地
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面積 ２８万㎡ （常陸太田市小里財産区より借地）

②施 設

区 分 建築年 構 造 建面積 延面積 備 考

㎡ ㎡

メイン施設 Ｓ４７ 鉄筋コンクリート２階建て 730.77 1,007.96

野外調理場 Ｓ４７ 鉄骨平屋建 34.29 34.29第１キャンプ場

野外便所 Ｓ４７ 補強コンクリートブロック

平屋建て 47.17 47.17第１，２キャンプ場

車庫 Ｓ４７ トタン葺平屋建 47.25 47.25

野外倉庫 Ｓ４９ トタン葺ブロック平屋建 33.00 33.00第１キャンプ場 １棟

シャワー室 Ｓ４９ 鉄筋造コンクリート 28.00 28.00２棟

野外便所 Ｓ４９ 鉄筋ブロック平屋建 33.00 33.00野外広場 １棟

野外調理場 Ｈ２ 木造平屋建 25.92 25.92第２キャンプ場 ３棟

駐車場 Ｈ１０ アスファルト舗装 117.00 117.00メイン施設前

③備 品

品名 企画 数量

耐火金庫 ｸﾏﾋﾗ 178㎏ 69×69×116 １

書庫 ｺｸﾖ S-2635G 40×176×176 １

ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通 FMV-C6230 １

除湿器 ﾅｼｮﾅﾙ CD-342-LD等 ４

冷蔵ｼｮｰｹｰｽ，冷蔵・冷凍庫 ｻﾝﾖｰ SMR-120FG等 ４

無線機 ﾅｼｮﾅﾙ FF-3219C1等 ５

ｺｰﾄﾞﾚｽﾎｰﾑﾃﾚﾌｫﾝ NTT CX-R40 １

ｽﾃﾚｵ ﾊﾟｲｵﾆｱ FS-440 １

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ ﾄｰｱ WA-500 １

ﾋﾞﾃﾞｵ ｻﾝﾖｰ SVH-600SD １

CDﾗｼﾞｶｾ ｼｬｰﾌﾟ QT-C600-B １

ｽﾗｲﾄﾞ映写機 ﾊﾆﾒｯｸｽ 1500EF １

天体望遠鏡 五籐65cm赤道儀 １

石油ｽﾄｰﾌﾞ ﾅｼｮﾅﾙ OR-155等 ６

小型自動車 ﾄﾖﾀｺﾛﾅﾊﾞﾝ 1450CC １

小型自動車 ﾆｯｻﾝﾀﾞｯﾄｻﾝﾄﾗｯｸ CC １1990
ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ ﾀﾆｺｰ STGR-150A 1500×750×800 １

調理作業台 ﾀﾆｺｰ TS-WT-180BW1800×900×800等 10

ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OLｾｯﾄ一式 １

本部用野外ﾃﾝﾄ ２間×３間 ４

ﾃﾝﾄ 10人用等 80

集会用ﾃﾝﾄ ２間×３間等 ６

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ用移動式ｺﾞｰﾙ ﾐｽﾞﾉ 24LA-630 ２

ﾌﾗｲｼｰﾄ 10人用 26

ﾎﾟﾘｯｼｬｰ ﾑｻｼ CMP-120 1050W １

二連ﾊｼｺﾞ ｱﾙﾐ製 PCI-76 １
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３ 指定管理者が行う業務

， ， （指定管理者は 管理運営の基本方針を踏まえ 条例第１３条第１項に定める以下の業務

以下「指定管理業務」という ）を行います。。

なお，詳細については，別添「管理運営基準」を参考としてください。

（１）里美野外活動センターの利用の制限等に関する業務

（２）里美野外活動センターの使用の承認に関する業務

（３）里美野外活動センターの使用の承認の取消し，内容の変更及び条件の変更に関する業務

（４）里美野外活動センターの休館日等の臨時の変更に関する業務

（５）里美野外活動センターの維持管理に関する業務

（６）里美野外活動センターの利用の促進に関する業務

４ 管理の基準

条例第１７条に定める管理の基準に基づき，運営することといたします。

（１）関係法令等の遵守

地方自治法等関係法令，条例及び茨城県立里美野外活動センター管理規則（昭和４７年

茨城県教育委員会規則第１１号。以下「規則」という ）等の規定を遵守し，適正な管理を。

行う必要があります。

（２）休業日等

次の休業日を遵守願います。

ただし，教育委員会の承認を得て休業日を臨時に変更することもできます。

なお，これらの休業日は原則として利用者を受け入れないこととしますが，ウの冬季休

業日においては，アとイの日及び１２月２９日から翌年１月３日（以下「年末年始」

という ）を除いては，予約受付，施設の維持管理及び利用の促進等に関する業務を実施す。

ることとします。

ア 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」

という ）。

イ 毎週月曜日で当該日が休日に当たるときは，その翌日（別添「管理運営基準」３ページ

（２）①「休館日等」を参照）

ウ １２月１日から翌年３月３１日までの日（以下「冬季休業日」という）

（３）利用料金の設定

利用料金は，条例に定める額の範囲内で，指定管理者が教育委員会の承認を得て決定す

ることとし，料金の算定方法や納付方法の詳細については，別途定める必要があります。

（４）利用料金の減免

利用料金は，利用者の平等利用を確保した上で，次のいずれかに該当するときは，利用

料金を減額し，又は免除するものとします。

ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による扶助を受けている者：全額免除

イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に定める身体障害者：全額免除

ウ その他指定管理者が特に必要と認めた者：指定管理者が必要と認める額

（５）平等かつ適切なサービスの提供

利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行う必要があります。

なお，冬季休業日においても，休日，月曜日及び年末年始を除いて，予約受付及び下見

問い合わせ等最低限のサービス提供は必要となります。

（６）適切な施設の維持管理

施設等の維持管理を適切に行う必要があります。

なお，冬季休業日においても，休日，月曜日及び年末年始を除いて，施設の維持管理及
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び利用促進等に関する業務を適切に行い，施設の維持保全等に努める必要があります。

（７）適切な個人情報の取扱い

指定管理者は，指定管理業務を通じて取得した個人情報について，その取扱いに十分留

意し，保護を図るために，別途締結する協定において必要な措置を講じることとします。

なお，正当な理由のない個人情報の漏えい等については，茨城県個人情報の保護に関す

る条例（平成１７年茨城県条例第１号）に基づく罰則が適用される場合があります。

（８）事業計画書及び収支計画書の提出

毎年度９月末までに，次年度の事業計画書及び収支計画書について，教育委員会と調整

のうえ作成し，提出願います。

（９）事業実績報告書

毎年度終了後に，指定管理業務全般に係る事業実績報告書を提出願います。

（ ）業務の一括委託の禁止10
指定管理者は，管理に係る業務を一括して第三者へ委託し，又は請け負わせることはで

きません。ただし，業務の一部については，教育委員会と協議のうえ委託することができ

ます。

（ ）守秘義務11
， ，指定管理者は指定管理業務を行うに当たり 業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり

自己の利益のために使用することはできません。指定期間が終了した後も同様とします。

（12）情報公開

指定管理者は，指定管理業務を通じて作成，取得した情報について，開示や提供の申出

があった場合には，これに応えるために情報公開規程の整備や，情報提供施策の充実など

に努めることとします。

（13）環境への配慮

指定管理者は，環境関連法令を遵守して指定管理業務を実施する必要があります。

特に，省資源，省エネルギー推進のため，電気やガソリン，紙類等の使用量削減に向け

た具体的な目標を設定するなど，積極的な取組を行っていただきます。

また，廃棄物の排出抑制やグリーン購入の推進，化学物質等の適正管理，施設周辺の生

態系の保全等，環境に配慮した取組に努めることとします。

（ ）評価の実施14
指定管理者は，事業報告書の作成・報告，利用者満足度調査の実施，苦情・要望等への

対応を通じ，主体的な業務改善に取り組むとともに，管理運営に関する自己評価を定期的

（年１回以上）に実施し，教育委員会に報告することとします。

なお，この評価内容等については，必要に応じて教育委員会の審査・改善の指示等を受

けることとします。

（15）その他

管理の基準に関する細目は，別途，教育委員会と指定管理者の間で締結する協定で定め

ることとします。

５ 指定管理者と教育委員会における責任分担

指定管理者と教育委員会の責任分担の詳細については別途協定で定めますが，教育委員会

の基本方針は別表のとおりとします。

ただし，別表に定める事項に疑義のある場合又は定めのない事項については，指定管理者

が教育委員会と協議して決めることとします。
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６ 指定管理者の指定期間

指定期間は，平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間を予定していま

す。この期間は，茨城県議会議決後，正式な指定期間となります。

７ 利用料金収入

利用者が施設の利用のため納付した利用料金は，指定管理者の収入となります。

なお，この利用料金の額は，条例に定める額の範囲内において，あらかじめ教育委員会の

承認を得て，指定管理者が定めることになります。

※過去の利用料金収入実績については，別紙「施設利用実績一覧表」のとおりです。

８ 指定管理業務に係る経費

（１）経費に関する協議

指定管理業務に要する経費については，各年度ごとに指定管理者から提出された収支計

画額を踏まえ，教育委員会と指定管理者との間で協議し，毎年度の年度協定において定め

ます。

（２）経費の支払い

教育委員会は 年度協定締結の際に見込んだ指定管理業務に要する経費から利用料金 自， （

主事業による事業収入含む ）の額を差し引いた額を委託料として，各年度の予算の範囲内。

で指定管理者に支払います。

なお，過去２か年の里美野外活動センターに係る委託料，利用料金収入については，別

添「平成１８～１９年度管理費実績一覧表」を参照してください。

なお，委託料の額は，現行の通年開業から冬季休業への移行に伴う人件費等の削減を見

込んで，年額２３，９７５千円（消費税及び地方消費税を含む ，５年間で１１９，８７５）

千円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とします。

なお，本委託料については，施設・設備等の修繕に係る費用及びキャンプ用品等の消耗

品等を購入するための費用等が含まれていますので，過去の実績及び別添「指定管理料試

算額等内訳」を参考として，適切な施設保全が図れるよう収支計画を作成してください。

（３）委託料の精算

指定管理業務を教育委員会が示した水準どおりに確実に実施する中で，利用料金収入や

事業収入の増加，経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金につい

ては，原則として精算による返還を求めません。

ただし，修繕等の費用については，毎年度精算することとし，当初の見込額に残金が生

じた場合は返還を求めます。

また，利用料金収入の減少など，指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は，

原則として補填は行いません。

９ 職員の配置

里美野外活動センターの設置目的である野外活動をとおした余暇活用，青少年の心身の健

全育成の推進を図るため，宿泊学習の受け入れ，各種野外活動事業の開催等を適切かつ円滑

野外活動に関する専門的に実施することが求められます。このため，事務スタッフのほか，
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を適切に配置することとします。な知識を有する者

また，施設の管理責任者として所長を配置することとします。

なお，冬季休業期間（休日，月曜日及び年末年始を除く）においても，予約受付等最低限

の利用者サービス，施設の維持管理及び広報活動等利用促進等に関する業務を適切に実施で

きる体制を確保することとします。

１０ 応募者の資格要件

（１）応募者の資格は，茨城県内に拠点となる事務所（緊急時に迅速かつ適切な対応がとれる

体制を有すること ）を置く法人その他の団体であって，次のいずれにも該当しない者とし。

ます。

① 地方自治法施行令第１６７条（昭和２２年政令第１６号）の４の規定に該当する者

② 茨城県から指名停止措置を受けている者

③ 県税，消費税及び地方消費税を滞納している者

④ 会社更生法，民事再生法等による手続きを行っている者

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者

（２）複数の団体がグループを構成して応募する場合（以下「グループ応募」という ）。

複数の団体の中から，代表団体を定めてください。この場合，代表団体は，茨城県内に

事務所（ １）でいう事務所）を置く法人その他の団体であって，グループにおける責任割（

合が最大であることが条件となります。

なお，単独で応募した団体が他のグループ応募の構成員となること及びグループ応募の

構成員が他のグループ応募の構成員になることはできません。

１１ 申請書類

応募に係る申請書類は次のとおりです。

【申請書類】

（１）指定管理者指定申請書（様式１）

（２）事業計画書（様式２）

（３）収支計画書（様式３の１，３の２）

（４）その他添付書類

① 団体の概要に関する書類（様式４）

② 定款，寄付行為その他これらに準ずる書面

③ 法人は登記事項証明書（１ヶ月以内に取得したもの）

④ 前事業年度における財産目録，貸借対照表，損益計算書その他団体の財務状況を明らか

にする書面

⑤ 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

⑥ 役員の名簿及び履歴書

⑦ 茨城県の県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書（茨城県に納

税義務がある者に限る ）。

⑧ 税務署が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書（茨城県

に納税義務がない者に限る ）。

⑨ その他，教育委員会が特に必要と認める書類
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【グループ応募の場合】

（１）から（３）のほか，グループ内における各団体の役割，責任分担に関する事項（任

意様式）を添付して下さい。

また，構成員ごとに（４）の書類を添付して下さい。

【提出部数】

正本１部，副本１０部

【応募にあたっての留意事項】

① 必要に応じ追加資料をお願いすることがあります。

② 提出された書類に虚偽の記載又は不正があった場合は失格とします。

③ 提出された書類については変更することはできません。

④ 提出された書類は返却しません。

⑤ 指定申請書提出後に辞退する場合は，辞退届（任意様式）を提出願います。

⑥ 応募に関する費用は，すべて応募者の負担となります。

⑦ 応募者は，当該応募について選定委員（１４（１）参照）との接触を禁止します。選定

委員との接触の事実が認められた場合には，失格となることがあります。

⑧ 選定結果として申請者名，審査結果の概要等の公開をする場合があります。また，提出

された申請書類等は，情報公開の請求により開示する場合がありますので御了知の上申請

願います。

１２ スケジュール

１ 受 付

①募集要項配布 平成２０年７月２２日（火）～平成２０年９月１２日

（金）

②募集に関する質問 平成２０年７月２２日（火）～平成２０年９月１２日

（金）

③現地説明会・見学会 平成２０年７月２９日（火）

②申請書類の受付 平成２０年９月１６日(火)～平成２０年９月２２日(月)

２ 選 定

①第一次審査（書類審査）結果 平成２０年９月下旬

②第二次審査 平成２０年１０月上旬（ ）プレゼンテーション

３ 指定管理者の候補者決定 平成２０年１０月中旬

４ 議会の議決 平成２０年１２月下旬（予定）

５ 指定管理者の指定の告示 議会の議決後速やかに行います。
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６ 協定の締結 当該予算に係る議会の議決後速やかに行います。

７ 指定管理業務の開始 平成２１年４月１日

１３ 応募の手続き

（１）募集要項等の配布

【配付期間】平成２０年７月２２日（火）～平成２０年９月１２日（金）

（土曜日及び日曜日を除く ）。

【配付窓口】１８ 問い合わせ先又は県のホームページ（ ）からhttp://www.pref.ibaraki.jp
もダウンロードできます。

（２）募集に関する質問

募集に関する質問は，軽微なものを除き，原則として質問書（様式５）により行ってく

ださい。提出方法は郵送，ファックス，メールとします。

なお，質問に対する回答は，必要に応じて県のホームページ（ ）http://www.pref.ibaraki.jp
に掲載するので確認してください。

【受付期間】平成２０年７月２２日（火）～平成２０年９月１２日（金）

【質 問 先】１８ 問い合わせ先参照

（３）現地説明会・見学会

応募者は可能な限り説明会に出席願います。その場合，７月２８日（月）までに参加申

込書（様式６）を提出願います。提出方法は郵送，ファックス，メールとします。

【開催日時】平成２０年７月２９日（火）午後２時～

【開催場所】茨城県立里美野外活動センター講義室

常陸太田市里川町８６３－１

０２９４－８２－４１２０

（４）申請書類の受付

【提出方法】申請書類は持参とします。

【提出場所】１８ 問い合わせ先参照

【受付期間】平成２０年９月１６日(火)～平成２０年９月２２日(月)

午前８時３０分から午後５時３０分まで

（ただし正午から午後１時は除きます ）。

１４ 指定管理者の指定

条例第１５条の規定に基づき，下記の選定基準により指定管理者の候補者を選定し，議会

の議決を経たうえで指定管理者として教育委員会が指定します。

（１）指定管理者の候補者の選定は，茨城県教育委員会が設置する指定管理者選定委員会にお

いて，次の選定基準により行います。

①指定管理業務の実施に係る計画書 県民の平等利用が確保されているか。

（以下「計画書」という ）によ。

る里美野外活動センターの運営が 利用者本位のサービスが提供されているか。

県民の平等利用を確保することが

できるものであること。
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②計画書の内容が里美野外活動セン 里美野外活動センターの設置目的や性格を十分に理

ターの効用を最大限に発揮させる 解した計画の内容か。

ものであること。

適切な施設の維持管理が確保されているか。

利用者の増に向け，適切な計画を有しているか。

③里美野外活動センターの管理に係 効率的な管理運営が行えるか。

る経費の縮減が図られるものであ

ること。

④計画書に沿った管理を安定して行 安定した経営基盤を有しているか。

う物的能力及び人的能力を有する

ものであること。 効果的・効率的な管理運営の体制か。

収支計画は妥当か。

里美野外活動センター又は類似施設における相当の

知識又は管理実績を有してるか。

指定管理業務に必要な相当の知識及び経験を有する

適切な人材を確保しているか。

適切に個人情報を管理できるか。

関係法令の遵守及び里美野外活動センター利用者の

安全を確保しているか。

２ 審査は 提出された事業計画書等により一次審査 書類審査 を行った後 二次審査 プ（ ） ， （ ） ， （

レゼンテーションを行います。一次審査の結果は， までに文書で通平成２０年９月下旬頃

知します。

（３）二次審査結果の通知は， までに文書で通知します。平成２０年１０月下旬頃

１５ 指定管理者指定後の手続等

（１）指定管理者との協定締結

指定管理者の指定後（平成２０年１２月下旬頃）に，教育委員会と指定管理者は，指

定管理業務の細目等について協議のうえ，指定期間における基本的事項を定めた「基本協

」 （ ） 「 」 。定 及び年度 ４月１日から翌年３月３１日 ごとに締結する 年度協定 を締結します

なお，協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義が生じた場合は，改めて協議す

ることとします。

（２）協定書の主な内容

【基本協定の主な内容】

① 業務に関する基本的事項（施設の概要，指定管理業務，指定期間等）

② 遵守事項
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③ 委託料に関する事項

④ 利用料金に関する事項

⑤ 管理業務に係る責任分担に係る事項

⑥ 実施計画書の提出に関する事項

⑦ 事業報告書の提出及びその他報告事項に関する事項

⑧ 秘密の保持，個人情報の保護に関する事項

⑨ 管理業務の継続が困難となった場合の措置等

⑩ 指定の取消し等に関する事項

⑪ 損害賠償に関する事項

⑫ 施設等の引渡し，管理業務の引継ぎに関する事項

⑬ 権利譲渡等の制限に関する事項

⑭ 留意事項及び協議事項に関する事項

⑮ その他

【年度協定の主な内容】

① 管理業務の内容に関する事項

② 委託料の額に関する事項

③ その他

１６ 指定管理者の指定の取消し等の措置について

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により，当該指定管理者による管理を継続又は開始す

ることが適当でないと認められるときは，指定管理者の指定の取消し又は業務の全部若し

くは一部の停止を命じる場合があります。

（指定管理者の責めに帰すべき事由）

① 正当な理由なくして，協定の締結に応じないとき。

② 指定管理者が遵守すべき法令等に違反したとき。

③ 計画書に沿った管理を怠り，管理上重大な支障が生じたとき。

④ 指定管理者が財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき。

。⑤ 社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるとき

⑥ その他指定管理者による業務の継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたと

き。

（２）指定が取り消された場合の賠償等

（ ） ，上記１６ １ 指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者の指定が取り消され

又は業務の全部若しくは一部が停止された場合，指定管理者は，教育委員会が被った損害

を補償しなければなりません。

（３）不可抗力等による場合

不可抗力その他教育委員会又は指定管理者の責めに帰することができない事由により，

業務の継続性が困難となった場合，教育委員会と指定管理者は，業務継続の可否等につい

て協議を行い，継続が困難と判断した場合，教育委員会は指定管理者の指定の取消し又は

業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。

１７ 指定管理業務の引継について

指定期間の終了又は指定の取消しにより，次期指定管理者等に指定管理業務を引き継ぐ

場合は，業務が円滑に引き継がれるよう協力していただきます。
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１８ 問い合わせ先

茨城県教育庁保健体育課庶務担当

住 所：茨城教育委員会水戸市笠原町９７８番６

電 話：０２９－３０１－５３４４

Ｆ Ａ Ｘ：０２９－３０１－５３６９

hotai@pref.ibaraki.lg.jpＥメール：
http://www.pref.ibaraki.jp県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：
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（別表）
指定管理者と教育委員会における責任分担

項 目 指定管理者 教育委員会

施設の管理運営
（施設の利用調整・利用指導，案内，警備， ○
苦情対応，安全衛生管理，利用促進等）

敷地内環境の維持管理
（植栽管理，清掃，施設保守点検，光熱水費 ○
等の支出，物品・消耗品管理等）

施設の利用承認 ○
（受付，承認，利用料金徴収事務）

施設の法的管理 ○ ○
受付及び送付事務（公有財産使用許可申請の届出等）

個人情報の保護・管理 ○

災害時対応
（待機連絡体制の確保，被害調査・報告，応 ○ ○
急措置等） 指示等

災害復旧（本格復旧） ○ ○
責めに帰すべき事由で
あるとき

県有施設の火災保険の加入 ○

利用者に係る賠償責任保険の加入 ○

包括的管理責任 ○ ○
管理瑕疵

施設の修繕・改築等の実施

（１）施設 見積額100万円未満の修繕・改 ○
築

上記以外 指定管理者と教育委員会において協議の上決定
します。

（２）設備 見積額10万円未満の修繕 ○

上記以外 指定管理者と教育委員会において協議の上決定
します。

（３）備品 見積額10万円未満の修繕・取得 ○

上記以外 指定管理者と教育委員会において協議の上決定
します。

※ 上記のほか，指定管理者の責めに帰すべき理由（故意・過失・怠慢等）により生じたも
のについては，指定管理者の責任（負担）となります。
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（様式１）

茨城県立里美野外活動センター指定管理者指定申請書

年 月 日

茨城県教育委員会委員長 殿

申請者 主たる事務所の所在地

団体の名称

代表者の氏名 印

電話番号

茨城県立里美野外活動センターの指定管理者の指定を受けたいので申請します。

必要書面

１ 指定管理業務に係る計画書

２ 定款，寄付行為その他これらに準ずる書面

３ 法人にあつては，登記事項証明書

４ 前事業年度における財産目録，賃借対照表，損益計算書その他団体の財務状況を明ら

かにする書面

５ 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面
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（様式２）

茨城県立里美野外活動センター
事 業 計 画 書

申請年月日 平成 年 月 日

団体名

代表者名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

担当者名

所属：

氏名：
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グループ構成員表

グループ名

（代表となる団体）

主たる事務所の所在地

団体の名称 印

代表者の役職名・氏名 印

連絡先

（構成員）

主たる事務所の所在地

団体の名称 印

代表者の役職名・氏名 印

連絡先

（構成員）

主たる事務所の所在地

団体の名称 印

代表者の役職名・氏名 印

連絡先

（構成員）

主たる事務所の所在地

団体の名称 印

代表者の役職名・氏名 印

連絡先
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１．管理運営の基本方針
（１）里美野外活動センターの管理運営に対する貴団体の基本的考え方を述べ，特に重視する
管理運営の視点を具体的に記載してください。

ア 施設管理に対する考え方

イ 利用者サービスの向上計画

ウ 保安・リスク対応計画

エ 安全対策計画

オ 施設の運営計画

カ 経営管理計画

， 。（ 。）※ 欄が不足する場合には 複数ページにして記入すること これ以降の様式も同様とする

（２）里美野外活動センターの平等な利用の確保についての運営計画等について記載してくだ
さい。

２ 収支計画について
収支計画について，その根拠となる考え方を記載してください。また，利用料金の額につ

いて，現在の利用料金体系の範囲内で，自由に提案してください。

ア 収支についての基本的考え方

イ 利用料金の額について

３ 実施体制
（１）組織体系等
組織体系図・業務分担・人数等をできるだけ詳しく記載してください。
開業期間（４月１日～１１月３０日） 冬季休業期間（１２月１日～翌年３月３１日）

※開業期間と冬季休業期間において勤務体制に差がある場合は，その別がわかるように記載し
てください。

（２）職員配置等
どのような能力や雇用形態の職員を配置し，業務を遂行するか記載してください。
役職・職種 担当業務 能力・資格， 雇用形態 雇用期間 勤務時間 人数 備考
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実務経験年数等

（例）所長 施設運営全般 類似施設勤務経験 常勤 通年 週 時間 １名40
8:30 17:15～

４ 経験及び実績について
これまでの類似業務について実績があれば，その内容について記載してください。また，

貴団体が持っている技術手法等でアピールしたい事例があれば，記載してください。

５ 施設の維持管理について
（１）施設の維持管理に対する貴団体の基本的な考え方を述べ，特に重視する維持管理の視点
を具体的に記載してください。
なお，開業期間と冬季休業期間とで計画が異なる場合には，その内容についても記載し

てください。

ア 施設の維持管理全般に対する考え方

イ 工作物の保守管理計画

ウ 施設の保守管理計画

エ 植栽管理計画

オ 備品の管理計画

カ 清掃管理計画

キ 施設の維持管理計画

ク 業務の再委託計画

（ ） ， ， 「 」 ，２ 年間作業のうち 植栽管理や施設管理等について 別紙 年間維持管理計画表 を用い
バーチャートによる年間作業計画を作成してください。

６ 災害時・緊急時の対応について
災害時・緊急時の対応体制の考え方について記載してください。また，保険加入の考え方

について記載してください。
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７ 個人情報の管理について
個人情報の保護対策について記載してください。

８ 利用促進について
（１）里美野外活動センターの利用促進計画について記載してください。
ア 利用者数増加等に関する計画

イ 広報計画

ウ 利用者モニタリングの計画

（２）地域住民や関係団体との連携についての計画があれば，記載してください。

（３）利用者等からの要望・苦情への対応方法について記載してください。

９ 野外活動に関する振興業務計画
施設を活用して，青少年の健全育成を図るための野外活動に関する各種事業の開催の計画

に
ついて記載してください。
ア 振興業務に関する考え方

イ 振興業務の事業実績（別表「野外活動振興業務の実績」に記載してください ）。

ウ 振興業務の運営計画

エ 振興業務の実施体制

【野外活動振興業務等の実績】
①業務実績（Ｈ１８．４．１～Ｈ２１．３．３１）

野外活動振興業務の名称及び内容 実施場所 運営費 実施日

（具体的に記載）
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（例）○○講習会（内容：野外活動に関す ○○町 ○○千円（材料費： ○○○H . .
る指導，対象者：青年，参加者：○○人， ○○円，広報費○○

参加料：○○円／１人等） 円等）

②これまでの業務実績などが反映できる野外活動に関する振興業務内容について記入して下さい。
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（様式３の１）

収支計画書（平成 年度）

【 】 （ ）収入の部 単位：千円

区 分 金 額 積 算 内 訳

委託料

利用料金収入

自主事業収入

（その他収入）

収入合計

【支出の部】

区 分 金 額 積 算 内 訳

※様式２事業計画書中「３（２）職員配置」記載の各職員人件費

の別がわかる様に積算内訳を記載すること。

給与

諸手当

共済費

報酬

賃金

報償費

その他経費

消耗品費

光熱水費

修繕費

その他需用費

役務費
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植栽管理費

警備委託費

施設管理費

清掃管理費

備品購入費

利用促進費

自主事業経費

（その他経費）

支出合計

※１ 指定期間の収支計画書を年度別に作成してください。
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（様式３の２）

収支計画書（平成２１年度～平成２５年度）

（単位：千円）

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 合計 増減理由

収 委託料

入 利用料金収入

項 自主事業収入

目 その他収入

収 入 合 計

人件費

消耗品費

支

光熱水費等

修繕費

その他需用費

出

役務費

植栽管理費

警備委託費

項

施設管理費

清掃管理費

備品購入費

利用促進費

目

自主事業経費

その他

支 出 合 計

※１ 平成２１年度～平成２５年度における各年度の収支予算を主な収入支出項目に区分し

て示すこと。

※２ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記載すること。
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（様式４）

団体の概要に関する書類

ふ り が な

団 体 の 名 称

代 表 者 名

団 体 の 所 在 地 〒

電話番号 ＦＡＸ

申 請 団 体 の 名 称 □代表団体 □構成団体

(ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ ) (いずれかに○)申 請 の 場 合

設 立 年 月 日

沿 革

資本金又は基本財産

従 業 員 数

類似施設（業務）の

運 営 実 績

免 許 ， 登 録

申請に関する担当者 役職・氏名 所 属

等

電話番号 ＦＡＸ

※１ 会社概要等がある場合は添付してください。

※２ 欄が不足する場合は，別紙を追加してください。
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（様式５）

指定管理者指定申請に係る質問書

茨城県

教育庁保健体育課 宛

住 所：茨城県水戸市笠原町９７８番６

ＦＡＸ：０２９－３０１－５３４４

hotai@pref.ibaraki.lg.jpＥメール：

平成 年 月 日

団体の名称

質 問 者 役職・氏名 所 属

連 絡 先 ※電話，ＦＡＸ，Ｅメールアドレス等を記載

質 問 内 容




